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１．近年の医療制度改正
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１．近年の医療制度改正
①医師の労働時間短縮及び

健康確保のための措置の整備等
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第９回医師の働き⽅改⾰の推進に関する検討会
（令和２年９⽉30⽇）参考資料３⼀部改編

年960時間換算
※休⽇込み（他、同じ）

年1,440時間換算

年1,920時間換算 年2,400時間換算 年2,880時間換算
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医師の働き⽅改⾰ 第31回地域医療構想に関するワーキング
グループ（令和３年２⽉12⽇）参考資料

5



医師の働き⽅改⾰の推進に関する検討会
中間とりまとめ （令和２年12⽉22⽇）参考資料
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１．近年の医療制度改正
②医療関係職種のタスク・シフト／シェアについて
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医師の働き⽅改⾰を進めるためのタスク・
シフト／シェアに関する検討会
（令和２年12⽉23⽇）別添１
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第31回地域医療構想に関するワーキンググ
ループ（令和３年２⽉12⽇）参考資料
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看護師の特定⾏為研修
看護師の特定⾏為に関する診療の補助の流れ

（厚労省HPより）

【特定⾏為研修】
看護師が⼿順書により特定⾏為を⾏う場合に特に必要とされる実践的な

理解⼒、思考⼒及び判断⼒並びに⾼度かつ専⾨的な知識及び技能の向
上を図るための研修であつて、特定⾏為区分ごとに厚⽣労働省令で定める
基準に適合するものをいう。

（保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号））

※⼿順書には下記事項を記載
①看護師に診療の補助を⾏わせる患者の病状の範囲、②診療の補助の内容、③当該⼿順
書に係る特定⾏為の対象となる患者、④特定⾏為を⾏うときに確認すべき事項、⑤医療の安
全を確保するために医師⼜は⻭科医師との連絡が必要となった場合の連絡体制、⑥特定⾏
為を⾏った後の医師⼜は⻭科医師に対する報告の⽅法

（厚労省HPより）

第30回医道審議会保健師助産師看護師分科会 看護師特定⾏為・研修部会（令和４年12⽉５⽇）資料１より抜粋
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都道府県別特定⾏為研修指定機関数 第30回医道審議会保健師助産師看護師分科会
看護師特定⾏為・研修部会（令和４年12⽉５⽇）
資料１より抜粋
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領域別パッケージ研修⼀覧

（厚労省HPより）



１．近年の医療制度改正
③医師養成課程の⾒直し
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医学/⻭学教育モデル・コア・
カリキュラムの改訂(R6~)

第１回 医学⽣が臨床実習
で⾏う医業の範囲に関する
検討会（令和３年11⽉26
⽇）資料４ ⼀部改編



15



● 各⼤学が策定する「カリキュラム」のうち、全⼤学で共通して取り組むべき「コア」の部分を抽出し、「モデル」として体系的に整理したもの。
● 初版は平成13年に策定。医療を取り囲む環境変化に伴い改訂（平成19年度、22年度、28年度）。
● 学⽣が卒業時までに⾝に付けておくべき必須の実践的診療能⼒（知識・技能・態度）に関する学修⽬標を明確化。
● 学⽣の学修時間数の医学:3分の2程度、⻭学:6割程度を⽬安としたもの （残りは各⼤学の特⾊ある独⾃のカリキュラムを実施）。

医学/⻭学教育モデル・コア・カリキュラム（令和4年度改訂版）概要

⼈⼝減地域の
増加

⾼齢化率の
上昇

新興感染症・
災害リスクの増⼤

新規科学技術の
台頭

「医師/⻭科医師に求められる基本的な資質・能⼒」を共通化（⾚字は新設）

PR. プロフェッショナリズム

GE. 総合的に患者・⽣活者をみる姿勢

LL. ⽣涯にわたって共に学ぶ姿勢

RE. 科学的探究

PS. 専⾨知識に基づいた問題解決能⼒

IT.  情報・科学技術を活かす能⼒

CS. 患者ケアのための診療技能

CM. コミュニケーション能⼒

IP.  多職種連携能⼒

SO. 社会における医療の役割の理解

キャッチ
フレーズ 「未来の社会や地域を⾒据え、多様な場や⼈をつなぎ活躍できる医療⼈の養成」
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